
　証券コード　6905

2018年７月13日

株 主 各 位
富山県富山市上赤江町一丁目６番43号

代表取締役社長 谷 川 正 人

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2018年８月８日（水曜日）午

後５時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2018年８月９日（木曜日）午前10時

２．場 所 富山県富山市桜木町10番10号

富山第一ホテル　３階　白鳳の間
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際には、末尾の「会場
のご案内」をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第49期（2017年５月21日から2018年５月20日まで）事業報

告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役

会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第49期（2017年５月21日から2018年５月20日まで）計算書

類の内容報告の件

決議事項

　第１号議案

　第２号議案

取締役９名選任の件

監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに議決権の不

統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修
正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://www.cosel.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

( 2017年５月21日から
2018年５月20日まで )

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度における経済環境は、総じて緩やかな回復基調を維持

しました。日本経済においては企業収益の改善が続き、雇用、個人消費

が堅調に推移しました。海外においては、米国経済と欧州経済において

景気の回復が継続し、新興国経済では中国において若干の減速傾向が見

られるものの、先進国に比べ高い成長率を維持しており、全体として緩

やかな回復傾向で推移しました。

エレクトロニクス業界におきましては、スマートフォンの生産で一部

調整が見られましたが、自動車電装化の進展、データセンター関連設備

投資向けの電子部品需要増加を見込んだ、半導体製造装置の需要が引き

続き堅調に推移するとともに、企業の自働化投資の需要も堅調に推移し

ました。

このような情勢の中で当社グループは、営業－開発部門の連携を強化

しつつ、新製品を軸とした重点顧客への提案活動に注力してまいりまし

た。

新製品につきましては、汎用一般産業機器向けユニット電源「ＰＪＡ

シリーズ」、１Ｕラック搭載可能高効率ＡＣ－ＤＣ電源「ＦＥＴＡ７０

００Ｔ」、小型・高速応答の非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータ（ＰＯＬ）

「ＢＲＦＳ６０Ｓ」、デジタル通信機能付きＰＯＬ「ＢＲＤＳ６０Ｓ」、

世界市場向け標準サイズ２×４インチＡＣ－ＤＣ電源「ＧＭＡシリー

ズ」、三相交流入力用ノイズフィルタ「ＦＳＢシリーズ」電流拡充モデ

ルを市場投入いたしました。

生産面では、堅調な需要への対応として、生産能力の増強を進めてま

いりました。

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は296億34百

万円（前連結会計年度比18.6％増）、売上高は265億94百万円（同18.3％

増）となりました。利益面におきましては、売上高の増加に伴い、経常

利益は48億23百万円（同31.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

は32億60百万円（同27.4％増）となりました。
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セグメントの業績は、以下のとおりであります。

1）日本生産販売事業
日本国内では、半導体製造装置および工作機械を中心とした一般産

業機器の需要拡大が継続しました。
このような情勢の中、営業－開発部門の連携を強化し、新製品の拡

販活動に注力するとともに、新規顧客の開拓、重点顧客の深掘り活動
に取り組んでまいりました。

この結果、外部顧客への売上高は、199億20百万円（前連結会計年度
比15.7％増）、セグメント利益は40億78百万円（同32.5％増）となり
ました。

2）北米販売事業

米国では、半導体製造装置関連の需要等が拡大し、全体的には好調

に推移いたしました。

このような情勢の中、ファクトリーレップとの連携活動の成果とし

て、新規顧客を獲得し、売上拡大につながりました。

この結果、外部顧客への売上高は、24億77百万円（前連結会計年度

比27.8％増）、セグメント利益は２億22百万円（同234.2％増）となり

ました。

3）ヨーロッパ販売事業
ヨーロッパでは、一般産業機器、医用機器関連の需要が大幅に拡大

し、通信関連機器、計測機器関連の需要も伸長し、全体的には好調に
推移いたしました。

このような情勢の中、重点ディストリビューターとの連携を強化し、
新規プロジェクト獲得、新規顧客開拓に注力してまいりました。

この結果、外部顧客への売上高は、10億62百万円（前連結会計年度
比35.1％増）、セグメント利益は９百万円（同61.8％減）となりまし
た。

4）アジア販売事業
アジアでは、一般産業機器関連で一部在庫調整の動きが見られたも

のの、半導体製造装置、通信関連機器、医用機器で需要が拡大し、全
体的には好調に推移いたしました。

このような情勢の中、ターゲット業界・顧客を絞り、新規プロジェ
クト獲得、新規顧客開拓に注力してまいりました。

この結果、外部顧客への売上高は、31億34百万円（前連結会計年度
比23.5％増）、セグメント利益は１億47百万円（同52.7％増）となり
ました。
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5）中国生産事業
中国生産事業においては、品質管理体制の強化と生産性向上活動に

継続して取り組むとともに、受注増加に対応した生産設備の増強およ
び部材調達の改善を進め、顧客ニーズに対応してまいりました。

この結果、セグメント間の内部売上高は、12億14百万円（前連結会
計年度比32.4％増）、セグメント利益は２億37百万円（同8.7％増）と
なりました。

なお、参考までに記載すると事業部門別の業績は、次のとおりであります。
＜事業部門別売上高および受注高＞

事 業 区 別 売 上 高 受 注 高

ユ ニ ッ ト 電 源 16,945,775千円 18,237,276千円

オ ン ボ ー ド 電 源 8,350,998千円 9,970,716千円

ノ イ ズ フ ィ ル タ 1,297,323千円 1,426,708千円

合 計 26,594,096千円 29,634,700千円

②　設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額

は12億92百万円であり、その主なものは、生産設備の増強、更新ならびに
新製品開発に伴う金型製作であります。

③　資金調達の状況
該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分

第46期

( 2014.5.21
～2015.5.20 )

第47期

( 2015.5.21
～2016.5.20 )

第48期

( 2016.5.21
～2017.5.20 )

第49期
（当連結会計年度）

( 2017.5.21
～2018.5.20 )

売 上 高(千円) 21,918,499 21,597,529 22,479,753 26,594,096

親会社株主に
帰属する当期
純 利 益

(千円) 2,484,321 1,672,571 2,559,290 3,260,863

１株当たり当期純利益 (円) 65.94 45.17 70.39 90.71

総 資 産(千円) 40,102,719 39,568,895 41,648,659 45,204,181

純 資 産(千円) 36,886,060 36,412,760 37,687,354 40,041,972

１株当たり純資産額 (円) 991.84 998.65 1,047.74 1,113.23

（注）　「１株当たり当期純利益」は期中平均発行済株式数により、「１株当たり純資産額」は

期末発行済株式総数により算出しております。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

当社は親会社を有しておりません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

コーセルU.S.A.INC. 700千米ドル 100.00％ 当社製品の販売

コーセルヨーロッパGmbH 51千ユーロ 100.00％ 当社製品の販売

コーセルアジアLTD. 200千米ドル 100.00％ 当社製品の販売

コ ー セ ル 上 海 電 子
有 限 公 司

1,655千人民元
100.00％
(100.00％)

当社製品の販売

無錫科索電子有限公司 73,678千人民元 100.00％ 当社製品の製造

上海科素商貿有限公司 1,259千人民元 70.00％ 当社製品の輸出

（注）１．出資比率欄の（）内の数字は、間接出資比率を内数として表示しております。

２．無錫科索電子有限公司は、2018年１月31日付で増資を行い、資本金が増加しておりま

す。

(4) 対処すべき課題

経済環境としては、海外においては、米国経済は景気の回復持続、欧州経

済における緩やかな回復基調、中国経済が財政政策に支えられ安定的な成長

が続く見通しであり、国内においても、原材料価格の上昇による経済の下振

れ懸念がありますが、企業の設備投資効果や雇用・個人消費により、緩やか

な回復基調は継続するものと期待されます。

このような環境の下で、当社グループは経営理念である「品質至上」を核

に、品質保証体制の強化、受注変動に強いものづくり・生産管理体制の構築、

新製品開発力強化に取り組んでまいります。また、顧客密着営業活動を継続

するとともに、新たな価値創造、新分野開拓のための技術シーズの作り込み

を推進してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援とご協力を賜ります

ようお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（2018年５月20日現在）

当社グループは、当社および子会社６社で構成されており、直流安定化電
源の製造・販売を主たる事業としております。事業部門と当社取扱製品の関
連では、直流安定化電源を機器に取り付ける形態によりユニット電源（据置
型タイプ）とオンボード電源（プリント基板実装型タイプ）に区分し、ノイ
ズフィルタ事業と併せて３事業部門で事業活動を展開しております。

事 業 部 門 主　　　　要　　　　製　　　　品

ユ ニ ッ ト 電 源

ＰＣＡシリーズ、ＰＪＡシリーズ、

ＰＢＡシリーズ、ＰＢＷシリーズ、ＰＭＡシリーズ、

ＬＣＡシリーズ、ＬＤＡシリーズ、ＬＤＣシリーズ、

ＬＥＡシリーズ、ＬＥＢシリーズ、ＬＥＰシリーズ、ＬＧＡシリーズ、

ＬＦＡシリーズ、ＳＴＡシリーズ、ＦＣＡシリーズ、ＡＤＡシリーズ、

ＳＣシリーズ、ＳＰＬＦＡシリーズ、ＰＬＡシリーズ、

ＳＮＤＰＧシリーズ、ＳＮＤＨＳシリーズ、ＳＮＤＰＦシリーズ、

ＳＮＤＢＳシリーズ、ＬＦＰシリーズ、ＫＨシリーズ、ＫＬシリーズ、

ＫＲシリーズ、

ＳＴＭＧシリーズ、ＧＨＡシリーズ、ＧＭＡシリーズ、

ＳＮＴＵシリーズ、ＦＥＴＡシリーズ、ＬＭＡシリーズ

マルチスロット電源：ＡＣＥシリーズ　他

オンボード電源

ＤＣ－ＤＣコンバータ：ＺＵシリーズ、ＺＴシリーズ、
ＣＱＳシリーズ、ＣＥＳシリーズ、
ＳＵシリーズ、ＳＦＳ・ＳＦＬＳシリーズ、
ＳＵＴシリーズ、ＭＧ・ＭＧＦシリーズ、
ＣＱＨＳシリーズ、ＢＲシリーズ

ＡＣ－ＤＣコンバータ：ＶＡＡシリーズ、ＶＡＦシリーズ、
ＴＵＨＳシリーズ

パワーモジュール　　：ＤＡＳシリーズ、ＤＰＡシリーズ、
ＤＢＳシリーズ、ＣＤＳシリーズ、
ＤＰＦシリーズ、ＣＢＳシリーズ、
ＤＨＳシリーズ、ＤＰＧシリーズ、
ＣＨＳシリーズ、ＴＵＮＳシリーズ、
ＴＵＸＳシリーズ

マルチスロット電源　：ＭＡＸシリーズ　他

ノイズフィルタ

ＮＡＣシリーズ、ＮＡＭシリーズ、ＮＡＰシリーズ、

ＮＡＨシリーズ、ＮＢＣシリーズ、ＮＢＭシリーズ、ＮＢＨシリーズ、

ＴＡＣシリーズ、ＴＡＨシリーズ、ＴＢＣシリーズ、ＴＳＣシリーズ、

ＳＮＡシリーズ、ＳＮＲシリーズ、

ＥＡＣシリーズ、ＥＡＭシリーズ、ＥＡＰシリーズ、

ＥＳＣシリーズ、ＥＳＭシリーズ、ＥＳＰシリーズ、
ＦＳＢシリーズ、ＦＴＡシリーズ、ＦＴＢシリーズ、
ＪＡＣシリーズ

事業部門と当社グループの各会社の関連につきましては、連結子会社　無
錫科索電子有限公司（中国）がユニット電源の組立・加工を行っており、連
結子会社　コーセルU.S.A.INC.（米国）、コーセルヨーロッパGmbH（ドイツ）、
コーセルアジアLTD.（香港）ならびにコーセル上海電子有限公司（中国）は、
ユニット電源、オンボード電源およびノイズフィルタの販売、連結子会社　
上海科素商貿有限公司（中国）は、中国生産品のユニット電源を各販売会社
に輸出しております。
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(6) 主要な営業所および工場（2018年５月20日現在）

コ ー セ ル ㈱

本 社 富山県富山市上赤江町一丁目６番43号

営 業 所
首都圏（神奈川県）、松本、さいたま、仙台、水戸、
宇都宮、大阪、広島、九州（福岡県）、名古屋、静岡、
富山

工 場 本社（富山県）、立山（富山県）

コーセルU.S.A.INC.
本　社(子会社) アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ

営 業 所
サンディエゴ、デンバー、オースチン、コロンバス、
ボストン

コーセルヨーロッパGmbH
本　社(子会社) ドイツ連邦共和国フランクフルト市

営 業 所 ボーンマス（英国）

コーセルアジアLTD.
本　社(子会社) 中国特別行政区香港

営 業 所 バンガロール（インド）、ソウル（韓国）

無 錫 科 索 電 子
有 限 公 司

本　社(子会社) 中国江蘇省無錫市

上 海 科 素 商 貿
有 限 公 司

本　社(子会社) 中国上海市

(7) 使用人の状況（2018年５月20日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

日 本 生 産 販 売 事 業 461(69)名 16名増(２名減)

北 米 販 売 事 業 15(－)名 ２名減(－)

ヨ ー ロ ッ パ 販 売 事 業 13(－)名 ３名増(－)

ア ジ ア 販 売 事 業 25(－)名 －(－)

中 国 生 産 事 業 25(－)名 ２名増(－)

合　　計 539(69)名 19名増(２名減)

（注）　使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

461(69)名 16名増(10名増) 40.0歳 16.4年

（注）　使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。なお、子会社等への出向者５名は含めておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2018年５月20日現在）

該当事項はありません。
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（2018年５月20日現在）

①　発行可能株式総数 80,000,000株
②　発行済株式の総数 37,212,000株
③　株主数 4,452名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

 　 久 晴 4,421千株 12.30％

買 場 　 清 2,811千株 7.82％

若 土 征 男 2,465千株 6.86％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,282千株 6.35％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,302千株 3.62％

R B C　I S T　1 5　P C T　N O N　L E N D I N G　A C C O U N T 1,180千株 3.28％
みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　北陸銀行口
再 信 託 受 託 者 　 資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀
行 株 式 会 社

1,117千株 3.11％

コ ー セ ル 取 引 先 持 株 会 715千株 1.99％

町 野 利 道 687千株 1.91％

コ ー セ ル 従 業 員 持 株 会 677千株 1.89％

（注）１．当社は、自己株式を1,267,296株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており
ます。

　　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 会社役員の状況
①　取締役および監査役の状況（2018年５月20日現在）

会社における地位 氏　　　　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 谷 川 正 人

常 務 取 締 役 斉 藤 盛 雄 生産統括兼無錫科索電子有限公司董事長

常 務 取 締 役 小 西 有 吉 総務・経理担当兼経理部長

取 締 役 山 影 　 隆 資材･情報システム担当兼ベトナム子会社担当

取 締 役 清 澤 　 聡 品質管理・品質保証システム革新担当兼人事・
労務担当

取 締 役 安 田 　 勲 営業統括

取 締 役 万 尾 達 也 開発・技術統括　新ビジネス推進担当兼ＩＰＳ
開発部長

取 締 役 内 田 康 郎 兵庫県立大学大学院経営研究科教授
富山大学名誉教授
国際ビジネス研究学会理事
異文化経営学会理事
多国籍企業学会理事

取 締 役 翠 田 章 男 ㈱トンボ飲料代表取締役社長
北陸清涼飲料工業協同組合理事長
富山商工会議所副会頭
富山経済同友会幹事
富山市食品衛生協会会長

常 勤 監 査 役 玉 生 　 豊

監 査 役 佐 伯 康 博 佐伯法律事務所所長
㈱廣貫堂社外監査役

監 査 役 犬　島　伸一郎 トナミホールディングス㈱社外取締役

（注）１．取締役　内田康郎および翠田章男の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役　佐伯康博および犬島伸一郎の両氏は、社外監査役であります。
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３．当社は、取締役　内田康郎および翠田章男、ならびに監査役　佐伯康博の各氏を東京

証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

４．監査役　佐伯康博氏は、弁護士の資格を有しており、財務および会計に関しても相当

程度の知見を有するものであります。

５．社外取締役および社外監査役の重要な兼職先と当社との間には、特別な関係はありま

せん。

②　責任限定契約の内容の概要
　　当社は、取締役　内田康郎および翠田章男、ならびに監査役　佐伯康博

および犬島伸一郎の各氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外役員が職務を行うにつき
善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責
任限度額としております。

③　取締役および監査役の報酬等の総額

　当事業年度に係る報酬等

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

9名
（2名）

179,767千円
（7,700千円）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3名
（2名）

19,860千円
（5,460千円）

合 計 12名 199,627千円

（注）１．2012年８月10日開催の第43回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う

取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給について決議され、役員退職慰

労引当金は長期未払金へ振替しております。

２．2012年８月10日開催の第43回定時株主総会において、取締役の報酬額を固定枠として

年額200百万円以内（うち社外取締役は年額20百万円以内）、変動枠として前事業年度

の当期純利益の１％以内の額の合計額とすること、また、監査役の報酬額を年額30百

万円以内とすることについて決議いただいております。

３．2017年８月９日開催の第48回定時株主総会において、当社の業務執行取締役（社外取

締役を除く）に対する業績連動型株式報酬制度の導入を決議いただいております。上

記の報酬等の額には、当事業年度に費用計上した金額24百万円も含まれております。

４．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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④　社外役員に関する事項
　当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況および発言状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 内 田 康 郎
当事業年度開催の取締役会15回のうち15回に出席し、グローバ
ル経営戦略の専門家としての知識と経験から発言を行っており
ます。

取 締 役 翠 田 章 男
当事業年度開催の取締役会11回のうち11回に出席し、長年の経
営経験による高い見識から発言を行っております。

監 査 役 佐 伯 康 博
当事業年度開催の取締役会15回のうち14回に、監査役会16回の
うち15回に出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見
地から発言を行っております。

監 査 役 犬　島　伸一郎
当事業年度開催の取締役会15回のうち15回に、監査役会16回の
うち16回に出席し、必要に応じ、議案審議等に必要な発言を行
っております。

（注） 取締役　翠田章男氏は、2017年８月９日開催の第48回定時株主総会において選任されたた

め、取締役会の開催回数が異なります。

　　　 なお、同氏の就任後の取締役会の開催回数は11回であります。

(3) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額および当該報酬について監査役会が同意をした理由

区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,500千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

57,865千円

（注）１．当社の重要な子会社のうち、コーセルアジアLTD.は当社の会計監査人以外の監査法人

の法定監査を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

３．監査役会は、会計監査人の報酬の同意にあたり、その妥当性について以下の点から検

討を行いました。

　　・監査計画と実績の比較検討

　　・監査実績および意見の内容

　　・新年度監査計画における、監査工数および配員計画と経験年数の検討

　　・新年度監査報酬額の業界および同等企業との比較検討

③　非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の

業務である財務・税務・年金デューデリジェンスに係る業務などを委託し、

その対価を支払っております。
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④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定
し、取締役会は当該決定に基づき株主総会の会議の目的とすることといた
します。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合、監査役会が監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を
報告いたします。
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(4) 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

当社グループは、経営の基本的な考え方として「品質至上を核に社会の

信頼に応える」の経営理念に基づき総合的品質管理（ＴＱＭ）の思想と手

法を駆使して体質の改善を図る。

そのために、目標と方策を明確に示し、方針管理の全社的展開によって

競争激化している直流安定化電源市場の中で生き残りを図り、魅力ある製

品で社会の信頼に応えていく。

この考えを実現していくため、法令遵守（以下「コンプライアンス」と

いう。）を掲げ、当社および子会社の役員および使用人（従業員、派遣社

員、その他当社業務に従事する全ての従業員。以下同じ。）がとるべき「倫

理憲章・自主行動基準」を定め、その徹底を図るために以下の体制を構築

する。

１）コンプライアンスは、日常の業務における基本行動であり、これを徹

底するため、総務部門統括取締役を総括責任者とし、総務部門が体制

の構築、維持、教育・啓蒙に当たる。

２）内部監査部門である社長直轄の監査室は、業務が法令、定款および社

内規定に準拠して行われているかを検証し、その結果を取締役会およ

び監査役会に報告する。

３）取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握

と改善に努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理については、法令

および社内規定に基づき作成、保存するとともに、取締役、監査役、会計

監査人等が閲覧可能な状態を維持する。

③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

１）「リスク管理規定」を定め、全社のリスクを以下の２）、３）に区分

し、取り組む。

２）平常時のリスク管理に関しては、方針管理活動の中で部門別年度方針

管理項目および日常管理項目として取り上げ、各部門が主体となって

取り組む。

３）災害、事故、火災等の不測事態に対する危機管理に関しては、「危機

的状況発生時の対応規定」を定め、「緊急時の初動マニュアル」等に

従い、人命の保護、救出と顧客への影響を最小限にする措置を最優先

として取り組むとともに、「リスク管理・コンプライアンス委員会」
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で対象リスクの見直し、評価、対応策の検討、実施を行う。また、「Ｂ

ＣＰ（事業継続計画）規定」を定め、不測事態において早急に事業を

復旧する体制を構築する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）当社グループのビジョン実現のため、総合的品質管理（ＴＱＭ）によ

る方針管理を徹底し、効率的かつ革新的な業務執行に取り組む。

２）方針管理活動は、各部門の長をメンバーとする方針策定会議において

中期および年度経営方針項目を審議、検討し、取締役会で承認、決定

する。

３）取締役会は、原則月１回開催し、業務執行に係る重要事項の意思決定

および業務執行の監督を行う。

⑤　当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団におけ

る業務の適正を確保するための体制

１）当社のリスク管理体制およびコンプライアンス体制は、子会社も含め

たグループ全体を対象とする。

２）当社子会社の業務執行については、当社の取締役会で定期的な報告を

させ、あらかじめ定められた重要事項については当社の取締役会にお

ける決裁を必要とする。

３）内部監査部門である監査室は、当社および子会社各社の内部監査を実

施し、その結果を代表取締役および責任者に報告するとともに、内部

統制の改善のための指導、助言を行う。

⑥　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人

の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当社の監査役等の補助使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

１）現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて取

締役会は監査役と協議のうえ、使用人を置く。なお、使用人の任命、

評価、異動、懲戒等の決定に当たっては事前に監査役会の同意を得た

うえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

２）なお、当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る

業務執行に際しては監査役の指揮命令下に入る。

⑦　当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、使用人等が当社監

査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

１）監査役は、取締役会に出席する他、必要に応じて重要な会議に出席し、

自ら必要な情報を収集する。また、稟議書その他業務執行に関する重

要な文書を閲覧することができる。

２）当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を

及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関して不正行為、法令・
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定款に違反する重大な事実等があった場合には、速やかに監査役にそ

の内容を報告する。

３）監査役は、監査役が必要と判断した情報については、直接担当部門や

当該子会社の執行部門からその報告を受ける。

⑧　監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

１）監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な

取扱いを受けないことを確保するための体制として、「倫理規定」や

「内部通報規定」等により通報者等の保護について整備する。

２）「内部通報規定」等が適正に運用されているかどうかを監視する仕組

みやその仕組みが適正に運用されているかについては、監査室による

内部監査により確認する。

３）「内部通報規定」において、当社常勤監査役を内部通報の窓口として

設定する。

⑨　当社の監査費用の前払または償還の手続その他の監査費用等の処理に係

る方針に係る事項

１）通常の監査費用については、監査役等の監査計画に応じて予算化する。

２）監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払または償還等の請

求をした場合は、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた

場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑩　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体

制

１）監査役は、取締役会に出席し意見を述べる他、監査役監査の実効性を

高めるため、代表取締役との意見交換を定期的に行う。

２）監査役は、必要に応じて内部監査部門である監査室と連携をとり、監

査役監査を行う。

３）監査役は、必要に応じて内部監査部門および公認会計士等と連携をと

り、監査の実効性を確保する。

⑪　財務報告の適正性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る

内部統制の整備・運用および評価の基本計画」を策定し、有効かつ効率的

な財務報告に係る全社統制、決算財務報告プロセス、業務処理プロセス等、

内部統制の整備・運用および評価を行う。
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⑫　反社会的勢力排除に向けた基本的な考えおよびその整備状況

１）基本的な考え方

当社グループは、反社会的勢力との関係は法令違反に繋がるものと認

識し、「一切の関係を持たない」という姿勢で臨み、関係排除に取り

組む。

２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社グループでは、反社会的勢力との関係排除については、法令およ

び社会倫理に則り対応することが重要であるとの認識から、グループ

全体が法令・社会倫理に適合した行動をとる指針として「倫理憲章」

および「自主行動基準」を倫理規定の中に定め、その周知・徹底を図

っている。また、定期的な研修を行うことで、反社会的勢力排除に向

けた更なる社会倫理の浸透に取り組んでいる。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

　Ⅰ．内部統制システム全般

　　　当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を、当社の

監査室が「第49期監査実施計画書」に基づき内部監査を実施し、改善を進

めてまいりました。また、監査室は、「財務報告に係る内部統制の整備・

運用および評価の基本計画」に基づき、財務報告に係る内部統制の有効性

評価を実施いたしました。

　Ⅱ．コンプライアンスに対する取組みの状況

　　　法令遵守体制の点検・強化につきましては、総務部門統括取締役を総括

責任者とした総務部門が中心となって進めており、当社および子会社の役

員および使用人がとるべき行動指針として定めた「倫理憲章・自主行動基

準」に基づき、役職員に対してコンプライアンス教育として、個人情報保

護法に関連した情報管理を重点テーマとした教育を2017年12月に実施し

ております。

　　　また、当社グループにおいて「内部通報規定」等を制定し、当社常勤監

査役および第三者機関を窓口としたヘルプラインを当社および子会社に

設置しており、適切に運用されているかどうかを、監査室による内部監査

にて確認しております。

　Ⅲ．リスク管理

　　　当社のＲＣ委員会(リスク管理・コンプライアンス委員会)を年３回開催

し、対象リスクの見直し、評価、対応策の検討・実施を行っております。

また、総務担当部門が主体となって、地震・火災等災害発生を想定した訓

練も適宜行いました。

　Ⅳ．子会社経営管理・業務執行

　　　子会社の経営管理・業務執行につきましては、当社の海外営業部門統括

取締役や経理・総務部門統括取締役を統括責任者とした各主管部門にて子

会社の経営管理・業務執行体制を整備・統括するとともに、事前協議事項
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について、子会社から事前承認申請または報告を行っております。また、

当社の監査室や監査役会は、子会社に対する監査を実施しており、グルー

プ経営に対応したモニタリングを実施しております。

　Ⅴ．取締役の職務執行

　　　取締役会は、社外取締役２名を含む取締役９名で構成され、社外監査役

２名を含む監査役３名も出席しております。取締役会は15回開催し、各議

案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がな

されており、意思決定および監督の実効性は確保されております。

　また、「取締役会規則」や「職務権限規定」、「職務分掌規定」を定

め、責任の明確化ならびに効率的な業務の遂行を図っております。

　Ⅵ．監査役監査の実効性確保

　　　監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されています。監

査役会は16回開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協

議・決議を行っております。

　　　また、監査役は、取締役会への出席や経営会議およびその他重要な会議

への出席を通じて、あるいは稟議書等を常時閲覧することにより、監査の

実効性の向上を図っております。更に、会計監査人、監査室等の内部統制

に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施しており、当社の内

部統制システム全般をモニタリングしております。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、利益配分につきましては、経営の重要政策と認識し、収

益力の拡充を図りながら業績に連動した配当を行っており、配当性向35％（連

結）を目処とした利益還元を行うこととしております。

また、内部留保金につきましては、新製品開発および研究開発投資や生産

関連設備投資、自己株式の取得、業容拡大に向けた財務体質の強化などに充

当していく所存であります。当社は、年２回配当を行うこととしており、会

社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等

を行う旨、また期末配当の基準日は毎年５月20日、中間配当の基準日は毎年

11月20日とする旨を定款に定めております。

当期の配当金につきましては、業績を総合的に勘案して、期末配当を１株

当たり16円とさせていただきます。これにより、１株当たり年間配当金は、

中間配当16円と合わせ32円となり、配当性向（連結）は35.3％、純資産配当

率（連結）は2.9％となります。

（注）　本事業報告中で記載の金額および株式数については、それぞれ表示単位

未満は切捨て、比率は四捨五入により表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2018年５月20日現在）

（単位：千円）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ｪ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

26,370,815

10,242,249

9,188,221

2,200,150

1,087,264

93,502

2,798,310

488,785

277,287

△4,956

18,833,366

5,229,140

929,863

1,804,611

422,822

1,192,440

879,402

94,079

83,905

10,173

13,510,147

13,229,699

6,670

125,740

148,036

流 動 負 債 4,729,065

買 掛 金 1,227,229

未 払 金 863,403

未 払 法 人 税 等 1,110,245

賞 与 引 当 金 413,963

製 品 保 証 引 当 金 712,000

そ の 他 402,222

固 定 負 債 433,143

退職給付に係る負債 206,900

繰 延 税 金 負 債 67,109

そ の 他 159,133

負 債 合 計 5,162,209

純 資 産 の 部

株 主 資 本 39,464,699

資 本 金 2,055,000

資 本 剰 余 金 2,288,350

利 益 剰 余 金 36,644,408

自 己 株 式 △1,523,058

その他の包括利益累計額 550,101

その他有価証券評価差額金 474,128

為替換算調整勘定 79,830

退職給付に係る調整累計額 △3,857

非 支 配 株 主 持 分 27,171

純 資 産 合 計 40,041,972

資 産 合 計 45,204,181 負 債 純 資 産 合 計 45,204,181
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　2017年５月21日
至　2018年５月20日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 26,594,096

売 上 原 価 17,950,399

売 上 総 利 益 8,643,697

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,939,693

営 業 利 益 4,704,003

営 業 外 収 益

受 取 利 息 42,788

受 取 配 当 金 39,357

受 取 補 償 金 39,350

そ の 他 42,188 163,684

営 業 外 費 用

為 替 差 損 42,720

そ の 他 1,836 44,556

経 常 利 益 4,823,132

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 625 625

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 4

固 定 資 産 除 却 損 2,563 2,567

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,821,190

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,623,989

法 人 税 等 調 整 額 △67,687 1,556,302

当 期 純 利 益 3,264,887

非支配株主に帰属する当期純利益 4,024

親会社株主に帰属する当期純利益 3,260,863

－ 18 －

連結損益計算書



連結株主資本等変動計算書

( 自　2017年５月21日
至　2018年５月20日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2017年５月21日期首残高 2,055,000 2,288,350 34,533,775 △1,523,002 37,354,123

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,150,231 △1,150,231

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

3,260,863 3,260,863

自 己 株 式 の 取 得 △56 △56

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,110,632 △56 2,110,576

2018年５月20日期末残高 2,055,000 2,288,350 36,644,408 △1,523,058 39,464,699

その他の包括利益累計額
非 支 配
株 主 持
分

純 資 産
合 計そ の 他 有

価 証 券 評
価 差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

2017年５月21日期首残高 307,095 △6,082 5,666 306,679 26,552 37,687,354

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,150,231

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

3,260,863

自 己 株 式 の 取 得 △56

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

167,032 85,913 △9,523 243,421 619 244,041

連結会計年度中の変動額合計 167,032 85,913 △9,523 243,421 619 2,354,617

2018年５月20日期末残高 474,128 79,830 △3,857 550,101 27,171 40,041,972
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　６社

(2) 連結子会社の名称　　　　　　コーセルU.S.A.INC.（在外子会社）

コーセルヨーロッパGmbH（在外子会社）

コーセルアジアLTD.（在外子会社）

コーセル上海電子有限公司（在外子会社）

無錫科索電子有限公司（在外子会社）

上海科素商貿有限公司（在外子会社）

(3) 非連結子会社の名称および連結の範囲から除いた理由

  非連結子会社の名称　　　コーセルベトナムCO., LTD.

（連結の範囲から除いた理由）

　　非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書

類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

(2)持分法を適用していない非連結子会社（コーセルベトナムCO., LTD.）は、

当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　コーセルU.S.A.INC.、コーセルヨーロッパGmbH、コーセルアジアLTD.の決

算日は、４月30日であります。コーセル上海電子有限公司、無錫科索電子有

限公司ならびに上海科素商貿有限公司の決算日は12月31日であり、４月30日

現在で本決算に準じた仮決算を行っております。
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　　　なお、連結計算書類作成にあたっては、４月30日現在の計算書類又は仮決

算に基づく計算書類を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの…………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算

定）

時価のないもの…………………移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準および評価方法

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）により評価しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

当社

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物、および2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法）

を採用しております。

海外連結子会社

主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物および構築物　　　　　３～50年

機械装置および運搬具　　　２～17年

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用し

ております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。
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②　賞与引当金………………当社および海外連結子会社は、従業員に対して

支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

③　製品保証引当金…………当社は、顧客に納品した一部製品に対して、将

来の補償費用に備えるため、今後必要と見込ま

れる金額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のために重要な事項

　①　退職給付に係る会計処理の方法

　　　・退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、「給付算定式基準」によっ

ております。

　　　・数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

　　　　過去勤務費用がある場合は、発生年度に費用処理することにしてお

ります。

　　　　数理計算上の差異については、翌連結会計年度に費用処理すること

にしております。

　　　　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の

部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計

上しております。

　②　消費税等の会計処理

　　　　消費税等については税抜処理を採用しております。

　③　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　　　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産

および負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益および費用は在外子会社の期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部におけるその他の包括利益累計額の「為替換算調整勘

定」および「非支配株主持分」に含めて計上しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．国庫補助金等により、有形固定資産の取得価額から

控除されている圧縮記帳額 土地 55,025千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 12,937,080千円

３．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決算処理をして

おります。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形 50,597千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する

事項

当連結会計年
度期首株式数

当 連 結 会 計
年度増加株式数

当 連 結 会 計
年度減少株式数

当 連 結 会 計
年度末株式数

摘 要

発 行 済 株 式

普 通 株 式 37,212,000株 ―株 ―株 37,212,000株

合 計 37,212,000株 ―株 ―株 37,212,000株

自 己 株 式

普 通 株 式 1,267,258株 38株 ―株 1,267,296株

合 計 1,267,258株 38株 ―株 1,267,296株

 (注)　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り38株による増加でありま

す。

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議
株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効力発生日

2017年６月29日
取 締 役 会

普通株式 575,115千円 16円
2017年

５月20日
2017年
７月18日

2017年12月13日
取 締 役 会

普通株式 575,115千円 16円
2017年

11月20日
2018年

２月２日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結

会計年度になるもの

　2018年６月28日開催の取締役会において、次のとおり決議する予定です。

①　配当金の総額 575,115千円

②　配当の原資 利益剰余金

③　１株当たり配当額 16円

④　基準日 2018年５月20日

⑤　効力発生日 2018年７月17日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については余裕資金をもって行い、安全性の高い

金融資産で運用しております。デリバティブ取引は利用しておらず、また投機

的な取引は行わない方針であります。

　受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクは、「売上債権管理規定」に

従い、営業債権について営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引先毎に期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当

社の「売上債権管理規定」に準じて、同様の管理を行っております。

　また、有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および取引

先企業との業務上の関係を有する株式であり、定期的に時価や発行体の財務状

況等を把握しております。満期保有目的の債券は、「資金運用規定」に従い、

格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。満

期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業等との関係を勘案して保

有状況を継続的に見直しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　2018年５月20日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

連結貸借対照表計上額
（＊1）

時 価
（＊1）

差 額

(1) 現 金 お よ び 預 金 10,242,249千円 10,242,249千円 ―

(2) 受 取 手 形 お よ び 売 掛 金 9,188,221千円

貸倒引当金（＊2） △4,956千円

9,183,265千円 9,183,265千円 ―

(3) 有価証券および投資有価証券

① 満 期 保 有 目 的 の 債 券 13,800,150千円 13,803,859千円 3,709千円

② そ の 他 有 価 証 券 1,530,914千円 1,530,914千円 ―

(4) 買 掛 金 (1,227,229千円) (1,227,229千円) ―

(5) 未 払 金 (863,403千円) (863,403千円) ―

(6) 未 払 法 人 税 等 (1,110,245千円) (1,110,245千円) ―

（＊1）負債に計上されているものについては、（　）で表示しております。

（＊2）受取手形および売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

(1) 現金および預金、ならびに(2) 受取手形および売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券および投資有価証券

　これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債

券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっており

ます。

(4) 買掛金、(5) 未払金、ならびに(6) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 98,785千円

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、「(3) 有価証券および投資有価証券　②　その他

有価証券」には含めておりません。

（注）３．金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
１ 年 超
５年以内

５ 年 超
10年以内

10年超

現金および預金 10,242,249千円 ― ― ―

受取手形および売掛金 9,188,221千円 ― ― ―

有価証券および投資有価証
券
　国債・地方債等
　社債

400,000千円
1,800,000千円

800,000千円
10,800,000千円

―
―

　―
―

合計 21,630,471千円 11,600,000千円 ― 　―

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,113円23銭

２．１株当たり当期純利益 90円71銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益 3,260,863千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期
純利益

3,260,863千円

普通株式の期中平均株式数 35,944,716株
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貸　借　対　照　表
（2018年５月20日現在）

（単位：千円）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ｪ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

繰 延 税 金 資 産

前 払 年 金 費 用

そ の 他

22,854,375

7,362,820

2,380,936

6,816,673

2,200,150

769,493

93,502

2,473,786

442,308

314,704

19,782,335

4,893,546

886,422

37,930

1,629,797

11,625

375,746

1,192,440

759,582

73,401

67,947

5,454

14,815,387

13,229,699

138,935

1,266,038

6,140

131,153

43,420

流 動 負 債 4,563,997

買 掛 金 1,189,144

未 払 金 857,798

未 払 費 用 307,378

未 払 法 人 税 等 1,075,057

賞 与 引 当 金 406,429

製 品 保 証 引 当 金 712,000

そ の 他 16,188

固 定 負 債 358,327

長 期 未 払 金 159,133

退 職 給 付 引 当 金 199,194

負 債 合 計 4,922,325

純 資 産 の 部

株 主 資 本 37,240,257

資 本 金 2,055,000

資 本 剰 余 金 2,288,350

資 本 準 備 金 2,288,350

利 益 剰 余 金 34,419,966

利 益 準 備 金 334,738

その他利益剰余金 34,085,227

別 途 積 立 金 22,410,000

繰越利益剰余金 11,675,227

自 己 株 式 △1,523,058

評価・換算差額等 474,128

その他有価証券評価差額金 474,128

純 資 産 合 計 37,714,385

資 産 合 計 42,636,711 負 債 純 資 産 合 計 42,636,711
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損　益　計　算　書

( 自　2017年５月21日
至　2018年５月20日 )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 24,801,096

売 上 原 価 17,698,163

売 上 総 利 益 7,102,932

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,913,930

営 業 利 益 4,189,001

営 業 外 収 益

受 取 利 息 57

有 価 証 券 利 息 36,310

受 取 配 当 金 127,120

経 営 指 導 料 6,373

為 替 差 益 16,887

受 取 補 償 金 39,350

そ の 他 35,252 261,352

経 常 利 益 4,450,354

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 625 625

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,468 2,468

税 引 前 当 期 純 利 益 4,448,511

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,472,000

法 人 税 等 調 整 額 △64,622 1,407,377

当 期 純 利 益 3,041,133
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株主資本等変動計算書

( 自　2017年５月21日
至　2018年５月20日 )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

2017年５月21日期首残高 2,055,000 2,288,350 334,738 22,410,000 9,784,325

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,150,231

当 期 純 利 益 3,041,133

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － 1,890,902

2018年５月20日期末残高 2,055,000 2,288,350 334,738 22,410,000 11,675,227

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

2017年５月21日期首残高 △1,523,002 35,349,411 307,095 35,656,506

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,150,231 △1,150,231

当 期 純 利 益 3,041,133 3,041,133

自 己 株 式 の 取 得 △56 △56 △56

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

167,032 167,032

事業年度中の変動額合計 △56 1,890,846 167,032 2,057,878

2018年５月20日期末残高 △1,523,058 37,240,257 474,128 37,714,385
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①　有価証券および出資金の評価基準および評価方法

　満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

　子会社株式・出資金……………移動平均法による原価法

　その他有価証券

　時価のあるもの………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの………………移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準および評価方法

　製品、原材料、仕掛品…………移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

　貯蔵品……………………………最終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物および2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法）を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　３～50年

機械および装置　　　８～17年

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間に

基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用してお

ります。
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金……………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

②　賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

③　製品保証引当金………………顧客に納品した一部製品に対して、将来の

補償費用に備えるため、今後必要と見込ま

れる金額を計上しております。

④　退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　・退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、「給付算定式基準」

によっております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　・数理計算上の差異および過去勤務費用の

費用処理方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去勤務費用がある場合は、発生年度に

費用処理することにしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異については、翌事業年

度に費用処理することにしております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

①　消費税等の会計処理

　消費税等については税抜処理を採用しております。

②　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法

は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

③　外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。
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２．貸借対照表等に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権又は債務

関係会社に対する短期金銭債権 1,072,925千円
関係会社に対する短期金銭債務 83,997千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 12,645,455千円
(3) 国庫補助金等により、有形固定資産の取得価額から

控除されている圧縮記帳額 土地 55,025千円
(4) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決算処理をし
ております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の
期末日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 50,597千円

３．損益計算書等に関する注記

(1) 関係会社との営業取引による取引高の総額 5,648,372千円

(2) 関係会社との営業取引以外の取引による取引高の総額 94,135千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数

当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

自 己 株 式

普 通 株 式 1,267,258株 38株 ―株 1,267,296株

合 計 1,267,258株 38株 ―株 1,267,296株

 (注)　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り38株による増加であ

ります。
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動資産「繰延税金資産」

賞与引当金 123,960千円

未払事業税 54,742千円

製品保証引当金 217,160千円

一括償却資産 15,450千円

未払費用（社会保険料） 20,521千円

未払金 10,472千円

繰延税金資産合計 442,308千円

固定資産　投資その他の資産「繰延税金資産」

退職給付引当金 60,754千円

長期未払金 48,535千円

投資有価証券評価損 21,610千円

その他有価証券評価差額金 4,271千円

ソフトウェア償却超過額 40,780千円

子会社出資金評価損 39,197千円

一括償却資産 10,207千円

株式みなし譲渡益 1,541千円

その他 1,642千円

繰延税金資産合計 228,542千円

固定負債「繰延税金負債」

前払年金費用 △40,001千円

その他有価証券評価差額金 △182,399千円

繰延税金負債合計 △222,401千円

繰延税金資産純額 6,140千円

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,049円23銭

(2) １株当たり当期純利益（期中平均株式数による） 84円60銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益 3,041,133千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円

普通株式に係る当期純利益 3,041,133千円

普通株式の期中平均株式数 35,944,716株
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2018年６月22日

コーセル株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐々木　雅　広 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 川 敏 裕 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、コーセル株式会社の2017年５月
21日から2018年５月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算

書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算
書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、コーセル株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2018年６月22日

コーセル株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐々木　雅　広 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 川 敏 裕 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、コーセル株式会社の2017
年５月21日から2018年５月20日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類

及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適
用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討す
ることが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2017年５月21日から2018年５月20日までの第49期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
等との意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当

であると認めます。

2018年６月25日

コ ー セ ル 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 玉 生 　 豊 

社 外 監 査 役 佐 伯 康 博 

社 外 監 査 役 犬　島　伸一郎 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役９名選任の件

　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

１

たに

谷
かわ

川
まさ

正
と

人
（1956年８月８日）

1979年３月　当社入社

1998年７月　アプリケーション開発部長

2003年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2004年６月　品質管理部長

2008年５月　生産・資材・情報システム統括

2008年６月　常務取締役生産・資材統括

2013年８月　常務取締役営業・生産・資材統括

2013年11月　代表取締役社長

　　　　　　　現在に至る

74,941株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　谷川正人氏は、代表取締役社長として経営の監督を適切に行っております。取締

役会においては、取締役会議長として取締役会を適切に運営するとともに、経営上

重要な案件について業務執行取締役からの報告も踏まえ、取締役会の意思決定の機

能を高めております。また、経営の指揮を執り、企業理念のグループ内への浸透・

実践を通じて、持続的な企業価値の向上を図っております。

　　これらのことから、中長期ビジョン実現の牽引者として適切な人材と判断し、引

き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

２

さい

斉
とう

藤
もり

盛
お

雄
（1959年７月14日）

1982年３月　当社入社

2003年２月　オンボード生産部長

2006年５月　東日本営業部長

2008年８月　ユニット生産部長

2011年８月　無錫コーセル開発プロジェクト

プロジェクトリーダー

2011年12月　無錫科索電子有限公司董事長

　　　　　　　現在に至る

2013年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2013年８月　グローバル調達・生産担当

2014年５月　ミドルレンジグローバル電源担当

2015年８月　中国生産担当

2016年８月　生産統括

2017年８月　常務取締役生産統括

　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）

・無錫科索電子有限公司董事長

25,256株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　斉藤盛雄氏は、生産部門における革新活動や、営業経験などの豊富な業務経験を

有しております。また、生産統括および中国生産事業の責任者として、グローバル

な視点から経営の監督を適切に行っており、その経験や知見により取締役会の意思

決定の機能を高めております。

　　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

３

こ

小
にし

西
ゆう

有
きち

吉
（1958年２月３日）

2011年７月　当社入社

2011年７月　総務部長

2013年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2013年８月　総務・経理担当兼管理部長

2015年５月　総務・経理担当兼経理部長

2015年８月　総務・経理・ベトナム子会社担当

兼経理部長

2017年８月　常務取締役総務・経理担当

兼経理部長

　　　　　　　現在に至る

6,709株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　小西有吉氏は、金融機関勤務の経験を活かし総務・経理担当業務を執行する取締

役として、法令遵守や財務的な観点を軸に経営の監督を適切に行っております。取

締役会においては、決算状況報告の他、経営上重要な案件について、十分かつ適切

な意見を述べ、取締役会の意思決定の機能を高めております。

　　これらのことから、今後も、効果的なコーポレート・ガバナンスの推進に寄与す

る人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

４

やま

山
かげ

影
 

　
たかし

隆
（1958年２月８日）

1980年３月　当社入社

1993年６月　オンボード部長

1995年５月　コーセルＵ．Ｓ．Ａ．社長

2004年５月　海外営業部長

2005年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2010年８月　営業統括

2011年８月　開発業務統括

2013年８月　品質管理担当

2013年12月　品質管理・情報システム担当

2014年５月　品質管理・情報システム担当

兼情報システム推進部長

2016年８月　資材・情報システム担当

兼情報システム推進部長

2017年８月　資材・情報システム担当

兼ベトナム子会社担当

　　　　　　　現在に至る

91,694株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　山影隆氏は、資材・情報システム担当業務を執行する取締役として経営の監督を

適切に行っております。取締役会においては、利益創出活動等について十分かつ適

切な説明を行い、意思決定の機能を高めております。また、サプライヤーとの円滑

な対話・信頼確保に努め、調達力の向上を図ると同時に、情報システムリスクへの

対応を適切に進め、リスク低減に貢献しております。

　　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

－ 39 －
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

５

きよ

清
さわ

澤
 

　
さとし

聡
（1960年９月28日）

1983年４月　当社入社

2002年５月　総務部長

2010年８月　東日本営業部長

2011年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2011年８月　国内営業統括兼国内営業部長

2012年12月　営業統括

2013年８月　人事労務担当兼人財開発部長

2013年11月　営業統括兼人事労務担当

兼人財開発部長

2014年５月　営業統括・人事労務担当

2016年８月　品質管理・品質保証システム革新

担当兼人事・労務担当

　　　　　　　現在に至る

21,194株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　清澤聡氏は、人事・人財育成の幅広い経験・実績を活かし、経営の柱とするＴＱ

Ｍ（総合的品質管理）を全社推進する中で、個人と組織、組織と組織が連動した体

質強化の観点で経営の監督を適切に行っております。また、現場社員との対話を重

視しつつ、全社の小集団活動、キャリア支援等による人財育成策への提言を通して、

経営全体における意思決定の質を高め、グループ全体のガバナンス向上に貢献して

おります。

　　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

－ 40 －
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

６

やす

安
だ

田
 

　
いさお

勲
（1963年１月11日）

1985年４月　当社入社

2007年５月　ＡＳ開発部長

2013年５月　ＩＰＳ事業推進担当部長

2013年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2013年８月　開発統括

2013年12月　開発統括兼ＯＳ開発部長

2015年５月　開発統括

2016年８月　営業統括兼海外開発推進担当

2018年５月　営業統括

　　　　　　　現在に至る

18,096株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　安田勲氏は、営業統括業務を執行する取締役として、経営の監督を適切に行って

おります。取締役会においては、経営計画に関する進捗、結果等に関し、市場、顧

客動向を踏まえて適切な説明を行い、経営における意思決定の機能を高めておりま

す。

　　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

７

まん

万
お

尾
たつ

達
や

也
（1969年９月７日）

1995年３月　当社入社

2011年５月　ＮＳ開発部長

2013年５月　要素技術開発部長

2013年12月　ＩＰＳ開発部長

2016年８月　取締役

　　　　　　　現在に至る

2016年８月　開発・技術統括　新ビジネス推進

担当兼ＩＰＳ開発部長

　　　　　　　現在に至る

1,948株

　＜取締役候補者の選任理由＞

　　万尾達也氏は、開発・技術統括　新ビジネス推進担当役員として、高度な技術と

知見を有し、顧客との対話および市場の動向などを的確に捉え、顧客起点のニーズ

に基づいた製品開発を推進しております。また、当社の現有技術を応用させ、新ビ

ジネスにつながる技術開発を推進していることや、海外売り上げ拡大に向けた中

国、無錫市での開発推進も行っており、持続的な企業価値を向上を図っております。

　　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、

引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

－ 41 －
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

８

うち

内
だ

田
やす

康
ろう

郎
（1966年５月２日）

1998年４月　富山大学経済学部専任講師

2000年４月　　同　助教授

2007年４月　　同　准教授

2008年４月　　同　教授

2010年10月　国際ビジネス研究学会理事

　　　　　　　現在に至る

2013年４月　富山大学経済学部経営学科長

2014年８月　異文化経営学会理事

　　　　　　　現在に至る

2015年４月　富山大学経済学部副学部長

2015年７月　多国籍企業学会理事

　　　　　　　現在に至る

2015年８月　当社社外取締役

　　　　　　　現在に至る

2018年４月　兵庫県立大学大学院経営研究科　

教授

　　　　　　富山大学名誉教授

　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）

・兵庫県立大学大学院経営研究科教授

・富山大学名誉教授

・国際ビジネス研究学会理事

・異文化経営学会理事

・多国籍企業学会理事

－株

　＜社外取締役候補者の選任理由＞

　　内田康郎氏は、会社経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営戦

略（グローバル競争戦略）の研究や、他社事例を通した実務的経営指導などに基づ

く専門的な知識や経験を活かし、当社の経営に対する監督と適切な助言をいただい

ております。

　　これらのことから、持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただ

くため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

（注）内田康郎氏は、富山大学名誉教授であり、当社グループと富山大学の間には当

社からの寄附金提供がありますが、2018年５月期における取引額は100千円であ

り、取引額の割合は連結売上高の１％未満となるため、同氏の独立性に問題は

なく、また、特別な利害関係はありません。

－ 42 －
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候 補 者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

９

みす

翠
た

田
あき

章
お

男
（1954年10月6日）

1977年４月　株式会社ポッカレモン入社

1981年５月　株式会社トンボ飲料入社

1987年６月　同社取締役専務

1998年６月　同社代表取締役社長

　　　　　　　現在に至る

2017年８月　当社社外取締役

　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）

・株式会社トンボ飲料代表取締役社長

・北陸清涼飲料工業協同組合理事長

・富山商工会議所副会頭

・富山経済同友会幹事

・富山市食品衛生協会会長

－株

　＜社外取締役候補者の選任理由＞

　　翠田章男氏は、老舗の清涼飲料メーカーのトップとして長年経営に携わり、経営

に関する高い見識を有しています。外資系企業や国内大手が主導権を握る清涼飲料

メーカーの中で、独自の技術、ノウハウを活かした製品開発を展開し、着実な成長

を続けておられます。

　　これらのことから、当社の持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行ってい

ただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2018年５月20日）現在

の株式数を記載しております。また、コーセル役員持株会における本
人持ち分を含めて記載しております。

　　　３．内田康郎氏および翠田章男氏は、社外取締役候補者であります。
　　　４．内田康郎氏および翠田章男氏は、現に当社の社外取締役でありますが、

社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって内田康郎氏が
３年、翠田章男氏が１年となります。

　　　５．当社は、内田康郎氏および翠田章男氏との間で会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法
第425条第１項に定める最低責任限度額であります。両氏の再任をご
承認いただいた場合は、当該契約を継続する予定であります。

　　　６．当社は、内田康郎氏および翠田章男氏を東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として届け出ております。両氏の再任をご承認いただいた
場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　監査役玉生豊氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の

選任をお願いするものであります。

　なお、監査役候補者谷野光彦氏は、現監査役の補欠として選任をお願いするも

のであり、その任期は、当社定款の定めにより、監査役玉生豊氏の任期が満了す

る2019年８月開催予定の第50回定時株主総会終結の時までとなります。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

※
たに

谷
の

野
みつ

光
ひこ

彦
（1955年11月27日）

1996年７月　当社入社

2002年５月　経理部長

2007年８月　取締役総務・経理統括兼経理部長

2010年８月　取締役管理部長

2013年８月　非常勤顧問

　　　　　　金田会計事務所入所

　　　　　　　現在に至る

2016年８月　当社非常勤監査室室長

　　　　　　　現在に至る

6,800株

　＜監査役候補者の選任理由＞

　　谷野光彦氏は、当社の取締役をはじめ長年にわたり要職を歴任され、主として財務・会計

に関する豊富な経験・見識を有しており、また、内部統制実務にも精通されていることから

監査役として適任であり、新たに監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．※印は、新任監査役候補者であります。
２．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以　上
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＝株主総会会場のご案内＝

会　場：富山市桜木町10番10号

富山第一ホテル　３階　白鳳の間

ＴＥＬ：０７６－４４２－４４１１

富山駅

北陸
銀行

電鉄富山駅

県庁
ＮＨＫ
県民会館

松　　川

城址公園

城 

址 

大 

通 

り国際会議場 商工会議所

国道41号線

総曲輪通り

富山第一ホテル

市役所 電気ビル

中央通り

富山地方鉄道

西町

北陸新幹線
あいの風とやま鉄道

○会場には駐車場がございませんので、公共交通機関等をご利

用願います。

○ＪＲ富山駅南口から徒歩で約15分です。

○路線バス停(城址公園前・荒町)より徒歩で約15分です。

○電停桜橋より徒歩で約10分です。

○富山空港より車で約20分です。

地図


